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第１章 計画の基本的な考え方

１ 計画策定の背景と経緯

（１）障害者権利条約の批准と国内法の整備

平成 26 年 1 月、我が国は、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的

かつ総合的な国際条約である、「障害者の権利に関する条約」（以下「障害者権利条約」

という。）を批准しました。この条約は、障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、

社会への完全かつ効果的な参加及び包容等を一般原則とし、障害に基づくいかなる差別

もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、

及び促進するための措置を締約国がとること等を定めています。

我が国では、障害者権利条約の締結に先立ち、国内法令の整備が進められてきました。

平成 23 年 8 月に障害者基本法が改正され、日常生活又は社会生活において障害者が受

ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるといういわゆる社会モデルに基づく

障害者の概念や、障害者権利条約にいう「合理的配慮」の理念が盛り込まれました。

平成 24 年 6 月には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」（以下「障害者総合支援法」という。）が制定され、改正障害者基本法を踏まえた基

本理念が掲げられるとともに、障害福祉サービスの対象となる障害者の範囲の見直し等

が行われました。

平成 25 年 6 月には、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」という。）

が制定され、また、「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下「障害者雇用促進法」

という。）の改正により、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止等が定められ、

いずれも平成 28 年４月から施行されました。

この間「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「障

害者虐待防止法」という。）、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等

に関する法律」（以下「障害者優先調達推進法」という。）、「成年被後見人の選挙権の回

復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」等も制定されました。

また、平成 28 年６月の「児童福祉法」改正により、障害児のサービスに係る提供体

制の計画的な構築を推進するため、障害児福祉計画の策定が義務付けられることになっ

たほか、医療的ケアを要する障害児（以下「医療的ケア児」という）が適切な支援を受

けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとされまし

た。
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（２）東京都における障害者施策推進のための計画

  東京都は、国際連合が提唱した「国際障害者年」（昭和 56 年）を契機に、以下のとお

り障害者計画を策定し、障害者施策を計画的かつ総合的に推進してきました。また、障

害者自立支援法（現在は、障害者総合支援法）の施行後は、障害福祉計画を障害者計画

と一体的に策定しています。

◇「国際障害者年東京都行動計画」（昭和 56年度〜平成 2年度）

◇「ノーマライゼーション推進東京プラン－東京都障害者福祉行動計画」

  （平成 3年度〜平成 12年度）

◇「ノーマライゼーション推進東京プラン－東京都障害者計画」

（平成 9年度〜平成 17年度）

◇「東京都障害者計画・第１期東京都障害福祉計画」

（平成 19年度〜平成 23年度（第１期東京都障害福祉計画は、平成 18年度～平成 20

年度））

◇「第２期東京都障害福祉計画」（平成 21 年度〜平成 23年度）

◇「東京都障害者計画・第３期東京都障害福祉計画」（平成 24年度～平成 26年度）

◇「東京都障害者計画・第４期東京都障害福祉計画」（平成 27年度～平成 29年度）

あわせて、各期の障害福祉計画で見込んだサービス量を確保し、障害者が地域で安心

して暮らし、いきいきと働ける社会の実現を目指して「3 か年プラン」を掲げ、都独自

の特別助成などにより、地域生活基盤の整備促進を図ってきました。

（第１期東京都障害福祉計画）

障害者地域生活支援・就労促進３か年プラン（平成 18年度～平成 20年度）

（第２期東京都障害福祉計画）

障害者の就労支援・安心生活基盤整備３か年プラン（平成 21年度～平成 23年度）

（第３期東京都障害福祉計画）

障害者の地域移行・安心生活支援３か年プラン（平成 24年度～平成 26年度）

（第４期東京都障害福祉計画）

障害者・障害児地域生活支援３か年プラン（平成 27年度～平成 29年度）

（３）新たな計画策定に向けて

  都は、計画の改定期を迎えて、平成 2９年 2 月、第八期東京都障害者施策推進協議会

を設置し、障害者の地域における自立生活の更なる推進に向けた東京都の障害者施策の
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あり方について調査審議を行ってきました。同協議会は、専門部会を設け、幅広い分野

にわたって調査審議を行い、平成３０年２月、計画の策定に向けて、東京都知事に対す

る意見具申（提言）を行いました。

  また、東京都地方精神保健福祉審議会において、精神保健分野について意見を聴くと

ともに、相談支援体制の整備については、東京都自立支援協議会の意見も踏まえるなど、

関連する会議体との連携を図ってきました。さらに、都内区市町村から、区市町村計画

の策定状況等についてヒアリングを行いました。

  都は、これらの提言等を踏まえ、障害者を取り巻く環境変化に対応し障害者施策の一

層の充実に取り組むため、平成３０年度から平成３２年度までを計画期間とする新たな

「東京都障害者計画」、「第５期東京都障害福祉計画」及び「第１期東京都障害児福祉計

画」として「東京都障害者・障害児施策推進計画」（以下「本計画」という）を策定しま

した。

２ 計画の性格・位置づけ

本計画は、東京都障害者計画と東京都障害福祉計画及び東京都障害児福祉計画の３つ

の性格を併せ持つ計画として一体的に策定するものです。

（１）東京都障害者計画

  障害者基本法第 11 条第 2 項の規定に基づいて策定します。

  障害者施策に関する基本計画としての性格を有し、基本理念のほか、広範な施策分野

にわたって達成すべき目標を掲げています。

※ 障害者基本法第１１条第２項「都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県
における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計
画を策定しなければならない。」

（２）第５期東京都障害福祉計画及び第１期東京都障害児福祉計画

  障害福祉計画は、障害者総合支援法第 89 条第 1 項の規定に基づいて策定します。

  障害児福祉計画は、児童福祉法第３３条の２２第１項の規定に基づいて策定します。

区市町村障害福祉計画及び障害児福祉計画の達成に資するため、広域的な見地から、

障害福祉サービス及び障害児通所支援等の提供体制の確保等に関して定める計画であり、

障害者計画の中の生活支援に係る事項についての実施計画としての性格も有しています。

地域生活への移行、一般就労、障害児通所支援等に関する成果目標や目標を達成する

ために必要な各年度における障害福祉サービス及び障害児通所支援等の必要見込量など

を掲げています。

※ 障害者総合支援法第 89条第１項「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に
資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この
法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」
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※ 児童福祉法第３３条の２２第 1項「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成
に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障
害児通所支援等の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」

（３）他の計画との整合

  都は、今後の都政の具体的な政策展開を示す新たな４か年の実施計画として、平成 2

８年 12 月、「都民ファーストでつくる『新しい東京』 ～2020 年に向けた実行プラ

ン～」を策定しました。このプランの中で「障害者がいきいきと暮らせる社会」を政策

の柱のひとつに掲げ、「障害がある人もない人も、お互いに尊重し、共に生活する」こと

を目標としています。本計画は、この計画の趣旨を踏まえて策定するものです。

  また、本計画は、東京都保健医療計画、東京都福祉のまちづくり推進計画、東京都地

域福祉支援計画、東京都子供・子育て支援総合計画、東京都高齢者保健福祉計画、東京

都特別支援教育推進計画、東京都住宅マスタープラン、東京都住宅確保要配慮者賃貸住

宅供給促進計画など、障害者施策に関連した他の東京都の計画との整合を図っています。

３ 計画期間

  計画期間は、平成３０年度から平成３２年度までの３年間です。

４ 計画の基本理念と施策目標

（１）基本理念

平成 23 年 8 月の障害者基本法の一部改正では、「全ての国民が、障害の有無にかか

わらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである

との理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ことが法の目的として規

定されました。

さらに、障害者総合支援法においては、以下の内容が基本理念として掲げられていま

す。

・ 全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活

又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保さ

れること

・ どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他

の人々と共生することを妨げられないこと

・ 障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような

社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること
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障害の種別にかかわらず、また、どんなに障害が重くても、必要とするサービスを利
用しながら、障害者本人が希望する地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。

これら法の理念を踏まえ、本計画では、「障害のある人もない人も、社会の一員として、

お互いに尊重し、支え合いながら、地域の中で共に生活する社会」の実現、「自らの生活

の在り方や人生設計について、障害者自身が選び、決め、行動するという『自己選択・

自己決定』の権利を最大限に尊重するとともに、意思決定の支援を適切に受けられるよ

う配慮し、障害者が必要な支援を受けながら、障害者でない者と等しく、人間としての

尊厳をもって地域で生活できる社会」の実現を目指して、以下の基本理念を掲げ、障害

者施策を計画的かつ総合的に推進していきます。

基本理念Ⅱ 障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現

障害者が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図れるよう、働く機会
を拡大するとともに適切な支援を提供することにより、障害者が能力や適性に応じて、
仕事に就き、働き続けられる社会の実現を目指します。

基本理念Ⅲ 障害者がいきいきと働ける社会の実現

障害があっても、適切な支援があれば街なかで育ち、学び、働き、楽しみ、暮らすこ
とができることを都民が理解し、障害のある人とない人が学校、職場、地域の中で共に
交流し、支え合う共生社会の実現を目指します。

基本理念Ⅰ 全ての都民が共に暮らす共生社会の実現
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（２）施策目標

本計画では、これらの基本理念のもと、以下の５つの施策目標を掲げ、障害者施策を

展開していきます。

Ⅰ 共生社会実現に向けた取組の推進

  障害者差別の解消を推進する取組や、障害及び障害者への理解促進と心のバリアフリ

ーの推進とともに、情報バリアフリーの推進、障害者のスポーツ・文化芸術活動や地域

活動等への参加を推進し、全ての都民が共に暮らす共生社会の実現を目指します。

Ⅱ 地域における自立生活を支える仕組みづくり

施設入所・入院から地域生活への移行を促進するとともに、地域生活基盤と相談支援

体制を整備すること等により、障害者が地域で安心して自立生活を送れるようにします。

Ⅲ 社会で生きる力を高める支援の充実

障害特性や成長段階に応じた適切な支援を提供するとともに、特別支援教育の充実を

図ること等により、障害児が社会的自立を図ることのできる力を高めていきます。

Ⅳ いきいきと働ける社会の実現

障害者の企業等への一般就労と職場定着を支援するとともに、福祉施設の受注拡大と

工賃向上を図ること等により、障害者がいきいきと働ける社会の実現を目指します。

Ⅴ サービスを担う人材の養成・確保

  障害者が身近な地域でサービスを利用できる体制整備とサービスの質の向上を図る

ために、人材の確保・育成・定着を進めます。
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■成果目標・活動指標の設定、サ
ービス見込量の確保策等

■計画の内容を踏まえた事業実施

■成果目標及び活動指標については、少なくとも年１回そ
の実績を把握し、障害者施策や関連施策の動きを踏まえ
ながら、計画の中間評価としての分析・評価を行う。

■中間評価の際には、東京都障害者施策推進協議会の
意見を聴く。

■意見を踏まえ、必要があると認め
るときは、計画の変更や事業の見直
し等を行う。

５ 計画の進行管理

本計画に定める成果目標及び活動指標については、少なくとも年１回は実績を把握し

て分析・評価を行い、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について調査審議

を行う知事の附属機関「東京都障害者施策推進協議会」に報告して意見を聴取します。

その上で、必要があると認めるときは、計画の変更、事業の見直し等の措置を講じます。

このＰＤＣＡサイクルを実施することにより、計画の着実な進行管理を行います。

計画（Plan）

実行（Do）

評価（Check）

改善（Act）

【東京都障害者・障害児施策推進計画のＰＤＣＡサイクルのイメージ】
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